　第２号の２様式（第７条関係）
　　　　指令第　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名

　　　　　　年　　月　　日付で申請のあった一般廃棄物処分業については、興部町
廃棄物処理及び清掃に関する条例第１６条規定によりこれを許可します。ただし、
次の事項を守らなければなりません。

　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　興部町長　　　　　　　　　　　印

	　

　

　

　

　
	 事業者所在地・名称
	
	

	
	  eq \o\ad(取扱廃棄物の種類,　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	
	

	
	  eq \o\ad(廃棄物の処分先,　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	
	

	
	  eq \o\ad(許可条件,　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	
	

	
	  eq \o\ad(許可の有効期間,　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	 　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで
	


　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ad(遵守事項,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
　　１．許可書は、他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

　　２．許可申請事項に変更があったときは、変更の日から１０日以内に届け出るこ

　　　　と。

　　３．毎月５日までに前月中の一般廃棄物処分業状況を報告すること。

　　４．事業を廃止したとき、又は許可を取消しされたとき、有効期間が満了したと

　　　　きは、その日から１０日以内に許可書を返納すること。

　　５．その他関係法令及び条例の規定を遵守すること。

